
（仮称）神戸三宮雲井通５丁目地区都市再生事業の概要について

２０１９年 雲井通５丁目再開発株式会社 都市計画提案概要資料

事業概要

【参考・抜粋】都市再生緊急整備地域について（神戸三宮駅周辺・臨海地域）

問い合わせ先：雲井通５丁目再開発株式会社 担当：谷中・平田 電話：078-891-3650

（１）事業名

（２）所在地

（３）施行主体

（４）事業目的

（仮称）神戸三宮雲井通５丁目地区都市再生事業

神戸市中央区雲井通５丁目

雲井通５丁目再開発株式会社（予定）

都市再生特別措置法に定める都市再生緊急整備地域内の地域整備方針及び三宮周辺地区に

関する上位計画に基づき、商業施設・業務施設・公益施設・バスターミナル等による複合再開発

を実施し、三宮周辺地区の『再整備基本構想』で位置づけられた＜三宮クロススクエア＞東部の

顔にふさわしいさらなる魅力と新たな賑わいの創出を図ります。

また、三宮周辺地区の『再整備基本構想』のまちづくりの5つの方針に基づく公共貢献を行います。

都市再生特別地区 第一種市街地再開発事業

区域面積 1.3ha 区域面積 約 1.3ha

容積率の最高限度 105/10

建
築
物
の
整
備

容積率 約 105/10

建築面積の最低限度 1,000㎡ 建築面積 約 7,500㎡

高さの最高限度 165ｍ 建ぺい率 約 9/10

壁面の位置の制限 計画図のとおり 延べ面積 約 100,000㎡

建築物その他工作物
の誘導すべき用途

劇場、
バスターミナル

主要用途 商業施設、業務施設、公益施設、駐車場

建築敷地
の整備

2階に歩行者用歩廊、屋上に市民のためのオープ
ンスペースを確保する。
バスターミナルを整備する。

公共施設の
配置及び規模

国道２号（幅員：50ｍ、延長：約90m）
市道葺合南146号線（幅員：18m、延長約110ｍ）
市道葺合南131号線（幅員：8ｍ、延長約90ｍ）

（６）都市計画提案の概要

（５）位置図

（７）今後のスケジュール（予定）

2019年度末頃：都市計画決定 2020年度：第一種市街地再開発事業施行認可手続き

2021年度：権利変換認可手続き 2022年度以降：工事着手（工事期間は約５年を想定）

「都市再生緊急整備地域」とは、都市再生特別措置法(平成14年6月
１日施行)に基づき、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じ
て緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定
める地域です。神戸市では「神戸三宮駅周辺・臨海地域」、「神戸ポー
トアイランド西地域」が都市再生緊急整備地域に指定されています。

国道２号

市道葺合南131号

市
道
葺
合
南
１
４
６
号

対象地

区域図

都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項
（都市再生緊急整備地域 地域整備方針より抜粋）

○建築物の低層部へ賑わいの創出に資する商業機能等を導入するこ
とにより、回遊する魅力の高い歩行者空間を形成

○各交通手段の乗換え利便性の向上、駅前広場の再整備、国際空港
や他都市とのアクセス性向上に資するバスターミナルの整備等により、
交通結節機能を強化

○居住者、滞在者等の創造的活動を支える文化・交流機能を導入
○国内外からの来訪者、滞在者の活動拠点の形成に資する総合的な
情報提供機能、宿泊機能を導入 など

都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
（特定都市再生緊急整備地域の整備計画より抜粋）

・世界に開かれた国際都市として、神戸空港や新神戸駅等を活かす南
北軸の強化を図るとともに、他都市とのアクセス性向上に資する各交
通手段の乗り換え利便性の向上や、バスターミナル等の交通結節機
能の強化を図る。 など

第一種市街地再開発事業 計画図（案）

JR三ノ宮駅

ミント神戸

阪急神戸三宮駅

ポートライナー
三宮駅

阪神神戸三宮駅

地下鉄三宮駅

N

現行の都市計画内容 用途地域：商業地域 容積率：60/10、70/10 建ぺい率：8/10

市
道
葺
合
南
１
４
８
号

最高限度：80ｍ
（中層部②）

最高限度：165ｍ
（高層部）

国道２号

市道葺合南131号

市
道
葺
合
南
１
４
６
号

12m

6
2
m

6
2
m

14m

3
m

市
道
葺
合
南
１
４
８
号

最高限度：70ｍ
（中層部①）

都市再生特別地区 計画図（案）
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気持ちよく動ける
誰にでもわかりやすい交通結節点へ

・バスターミナルの整備 など

２

例）

誘う魅力が溢れる
いつ来てもときめく出会いと発見を

・高規格オフィス機能の導入

・上質なホテル機能の導入

・文化・交流施設、知的交流拠点の整備(劇場、図書館) など

３

例）

海・山、神戸らしさを感じる
人を惹きつけ心に残るまちへ

・建物のデザインなど景観面への配慮 など

４

例）

支え、まもり育て、発信する
地域がまちを成長させる

・エリアマネジメントへの協力 ・低炭素まちづくりへの貢献

・災害時の対応 など

５

例）

１
１

笑顔で歩く
歩くことが楽しく巡りたくなるまちへ

・建物低層部の賑わい形成

・回遊性の高い歩行者ネットワークの形成(２階歩行者歩廊)

・建物内での緑化空間の確保(屋上広場) など

例）

≪都市の再生へ貢献するもの≫として神戸市に提案する案 ※あくまで計画イメージであり、今後の検討により変更の可能性があります。

平成27年9月 神戸市策定「三宮周辺地区の『再整備基本構想』まちづくりの５つの方針」に基づき分類

事務所

ホテル

図書館

ホール

駐車場

バスターミナル・待合・店舗

屋上広場

【関連する主な市の計画など】
・三宮周辺地区の『再整備基本構想』（市）

・新たな中・長距離バスターミナルの整備に向けた雲井通５・６丁目再整備基本計画（市）

・国道２号等 神戸三宮駅前空間の整備方針（国・市）

・（仮称）新三宮図書館基本計画（市）

・新・神戸文化ホール整備基本計画（案）（市）

＜施設構成イメージ＞
※あくまで計画イメージであり、今後の検討により変更の可能性があります。

南（海側）
←

北（山側）
→

市道葺合南131号線
（あじさい通り）



 
令和元年 8 月 30 日 14 時 00 分 

 資料配布 近畿地方整備局 
兵庫国道事務所 

（神戸市 同時発表） 
 

神戸三宮 未来型駅前空間の創出に向けて 
 

～ 国道 2号等 神戸三宮駅前空間の事業計画「中間とりまとめ」 ～ 
 

 国道２号等 神戸三宮駅前空間の整備について、国土交通省と神戸市は、昨年 8 月に新たな未

来型の駅前空間の創出に関する整備方針をとりまとめ、民間事業者等の知見を広く取り入れなが

ら、関係者とともに、事業計画の検討を進めてきたところです。 

このたび、集約型公共交通ターミナルの整備を含む事業計画の「中間とりまとめ」を策定しま

したので、お知らせいたします。 
 

今後は、事業計画の深化を図るための検討会を設立し、産学官連携の下で今年度内のとりまと

めに向けて検討を進めます。 
 

■中間とりまとめのポイント  

○国道２号等 神戸三宮駅前空間の将来の姿 
・「ひと・モノ・交通が行き交う新たな“港”＝未来型駅前空間」の創出に向け、４つの基本コン

セプトを備え持つ空間を５つの整備方針のもと実現。 

・点在する中・長距離バス停が集約された新たな中・長距離バスターミナルと６つの鉄道駅とまち
を接続し、新たな交通結節空間を創出。 

 

○集約型公共交通ターミナル 
・中・長距離バス停の段階的な集約、神戸らしさが演出された充実したバス待合空間の整備ととも

に、２次交通として、多様なモビリティなども利用できる交通結節点を整備し、乗換・待合環境
を改善。 

・再開発ビルを一時滞在施設として活用するとともに、新バスターミナルを帰宅困難者の輸送拠点
や災害時の物資輸送拠点として活用し、安全・安心な空間を創出。 

 

○乗換え利便性や回遊性を向上する「３層のネットワーク」整備 
・道路を人と公共交通優先の空間に転換する「三宮クロススクエア」により、“ひと”中心の空間

を地上に整備。 

・デッキにより、「三宮クロススクエア」と「再開発ビル」の賑わいをつなぐことで、一体となっ
た賑わい空間を創出するとともに、神戸三宮駅前空間の回遊性を向上。 

・地上およびデッキと一体となって賑いを創出し、歩きたくなるような地下空間を創出。 
 
なお、兵庫国道事務所 HP の下記 URL に詳細版を掲載しておりますのであわせてご覧ください。 

<https://www.kkr.mlit.go.jp/hyogo/kobesannomiya_ekimaekukan/index.html> 

＜取扱い＞        ――――――――――――――――――― 
 

＜配布場所＞       兵庫県政記者クラブ、神戸市政記者クラブ 
 

＜問合せ先＞ 近畿地方整備局 兵庫国道事務所 

         副所長 中島 廣長(なかじま ひろなが) 

          ＴＥＬ ０７８－３３４－１６００（代表） 

神戸市 都市局 都心再整備本部 都心再整備部 都心三宮再整備課 

         事業推進担当課長 鷲尾 真弓（わしお まゆみ） 

          ＴＥＬ ０７８－９８４－０３０５（直通） 
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国道２号等 神戸三宮駅前空間の将来の姿

ひと・モノ・交通が行き交う新たな“港”＝未来型駅前空間の創出

国道２号等神戸三宮駅前空間
事業計画「中間とりまとめ」（概要）

４つの
基本コンセプト

５つの
整備方針

人の交流の拠点となる
象徴的な空間に

交通とモノが行き交う
新しい交通結節点に

進取の気性
あふれる環境に

神戸が培ってきた経験や
知恵を活かした空間に

①魅力的な駅前空間の整備
及びまちの回遊性向上

②中・長距離バスターミナル整備
によるモーダルコネクトの強化

⑤国道２号周辺の
交通円滑化

④未来志向の
移動支援導入

③まちの
防災拠点

地下鉄海岸線
三宮・花時計前駅

阪急
神戸三宮駅

地下鉄西神・山手線
三宮駅

阪神
神戸三宮駅

ポートライナー
三宮駅

点在する中・長距離バス停をひとつに集約

新たな中・長距離
バスターミナル

三宮バスターミナル
（ミント神戸）

人の賑わいと回遊性
を創出するデッキ

三宮クロススクエアと再開

発ビルが一体となった賑わ

い空間の創出や神戸三宮

駅前空間の回遊性を向上

するためのデッキを整備

点在する
中・長距離バス停

ＪＲ三ノ宮駅

集約型公共交通
ターミナル

中・長距離バスや新たな

モビリティなど、多様な

モードを利用しやすい新た

な交通結節点を整備

～６つの駅と点在する中・長距離バス停をひとつに～

防災都市・神戸の
駅前防災拠点

三宮クロススクエアの

オープンスペースに

一時退避場所等を整備

再開発ビルを代替輸送

拠点、物資集積拠点等

に活用

※イメージであり、整備内容を決定するものではありません

魅力的な駅前空間
を創出する

三宮クロススクエア

道路を人と公共交通優先

の空間に転換する「三宮

クロススクエア」により、

“ひと”中心の空間を地上

に整備

６つの駅をひとつにつなぐ
人と公共交通優先の空間

「三宮クロススクエア」

回遊性を向上させる
モビリティネットワーク

道路や神戸三宮駅前空間

の回遊性を向上させる

新たなモビリティネットワー

クを構築
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駐車場

オフィス

ホテル

ホール

図書館

集約型公共交通ターミナル＜概要＞

再開発ビル
業務機能、宿泊機能、商業機能、

大規模ホール、図書館をはじめ

とする文化・芸術機能などの多様な

機能とバスターミナルなどが一体

となって、賑わいを創出。

バスターミナル
中・長距離バス停の段階的な集約、神戸

らしさが演出された充実したバス待合空

間の整備とともに、２次交通として、多様

なモビリティなども利用できる交通結節点

を整備し、乗換・待合環境を改善。

＜バス待合空間のイメージ＞

＜バス乗降空間のイメージ＞

防災拠点
再開発ビルを一時滞在施設として活用す

るとともに、新バスターミナルを帰宅困難

者の輸送拠点や災害時の物資輸送拠点

として活用し、安全・安心な空間を創出。

三宮クロススクエア
屋外空間を活用し、一時退避場所や多言語に対応した案内・サイン

などの各種防災機能を導入。

災害時の連携

＜一時滞在施設＞

＜バスによる帰宅困難者の輸送イメージ＞バスターミナル
（バスターミナル・待合・店舗）

＜再開発ビル（Ⅰ期）の構成イメージ＞

出典）東京都防災ホームページ
神戸を代表する

フラッグシップオフィス

大ホール、スタジオなどの
創造支援機能など
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乗換え利便性や回遊性を向上する「３層のネットワーク」整備＜概要＞

ボ
イ
ド
（コ
ア
と
な
る
縦
動
線
）の
整
備

デ
ッ
キ

地

上

地

下

人の賑わいと回遊性を創出するデッキ

「三宮クロススクエア」と「再開発ビル」の賑わいをつなぐ

ことで、一体となった賑わい空間を創出するとともに、神戸

三宮駅前空間の回遊性を向上。

またデッキの架け替えなどにより、現在デッキ上にある段差

について、バリアフリー化。

鉄道駅とバスターミナルなど「交通施設」同士をわかりやすく

つなぐ乗換え動線や滞留空間として機能。

歩車分離により、安全な歩行空間を創出。

人と公共交通優先の魅力ある空間

歩くことが楽しく巡りたくなるまちを目指し、道路を人と

公共交通優先の空間に転換する「三宮クロススクエア」

（２０２５年頃から段階的に整備を予定）により、“ひと”

中心の空間を地上に整備。

落ち着いて憩い滞留できる空間、周辺の民間施設と連携

した賑わいと活力があふれる空間を創出。

「交通施設」と「まち」をつなぐ動線として機能。

地上およびデッキと一体となって賑わいを創出する空間

地上およびデッキと一体となって賑いを創出し、歩きたくなるような地下空間を創出。

「商業店舗」へのアクセスを主としながら一部の鉄道・バス等のための乗換え動線として機能。

周辺民間施設の開発に合わせたネットワークの拡充や見通しの改善。

賑わいと活力があふれる空間２０３０年頃の三宮クロススクエアの整備イメージ
（三宮交差点より東を望む）

デッキ・横断歩道橋（既設）デッキ（新設または架け替え）

三宮
交差点

新バスターミナル

三宮東
交差点

三宮
クロススクエア

ポートライナー改札口 再開発ビル

ミント
神戸JR駅ビルの開発に合わせた

駅前広場整備
（検討中）

阪急神戸三宮駅
東改札口

※イメージであり、整備内容を決定するものではありません

中央区役所前
交差点
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（H30.8.14 国土交通省、神戸市）



‐5‐

（H30.8.14 国土交通省、神戸市）



新・神戸文化ホール整備基本計画（案）概要新・神戸文化ホール整備基本計画（案）概要新・神戸文化ホール整備基本計画（案）概要新・神戸文化ホール整備基本計画（案）概要    

 

１１１１....    新新新新・・・・神戸文化神戸文化神戸文化神戸文化ホールのホールのホールのホールの整備方針整備方針整備方針整備方針    

三宮周辺地区における再整備の中で、新・神戸文化ホールを整備することにより、

芸術文化の発信・交流の拠点として、まちの回遊性を高め、新しい人の流れを創出す

るとともに、多様な人材の交流に役立つことで、まちの魅力や賑わいを最大限創出し

ていきます。 

（施設配置図） 

 

 

 

【整備方針の視点】 

� 新たな三宮周辺地区のまちづくりにむけた視点 

� ホール間の連携の視点 

� 複合施設としての視点 

� 基幹施設としての視点 

� ユニバーサルデザインの視点 

� 文化面における地域交流拠点としての視点 

� 振動対策・遮音性能・静音性能など 

� 将来の改修に向けた配慮 

輝ける神戸の未来に向けた 

「新たな価値を創り出す芸

術文化創造拠点」 

 

 

 

大ホール（多目的ホール） 

創造支援機能 

交流機能 

管理機能 

雲井通５・６丁目地区再整備 

（Ⅰ期：雲井通５丁目地区） 
 

 

中規模ホール 

（多目的ホール） 

雲井通５・６丁目地区再整備 

（Ⅱ期：雲井通６丁目北地区） 

中規模ホール 

（音楽ホール） 

本庁舎 2 号館再整備 
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２２２２....    事業事業事業事業のののの考考考考ええええ方方方方    

【目指す機能】 

① 市民の誇りとなる、神戸らしい芸術文化の発信 

② 市民主体の芸術文化活動の促進、更なる高度化の支援 

③ 芸術文化を担う創造的人材の育成 

④ 多様な人材が交流し、まちのにぎわいを生み出す空間と経済波及効果の創出 

⑤ 神戸の個性を発揮することによる「選ばれるまち」の実現 

⑥ 芸術文化の普及啓発拠点として誰もが芸術文化に触れる機会を提供 

をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、①①①①創造創造創造創造・・・・発信発信発信発信、、、、②②②②支援支援支援支援、、、、③③③③育成育成育成育成、、、、④④④④交流交流交流交流・にぎわい・にぎわい・にぎわい・にぎわい創出創出創出創出、、、、⑤⑤⑤⑤情報発信情報発信情報発信情報発信・・・・

調査研究調査研究調査研究調査研究、、、、⑥⑥⑥⑥普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発をををを行行行行うううう。。。。    

    

３３３３....    施設計画施設計画施設計画施設計画    

① 大ホール（多目的ホール）   

� 客席数 1,800 席程度 

神戸らしい芸術文化の創造と発信を通じて神戸の魅力を高める機能として整備

し、現・文化ホール大ホールの機能を備えます。 

大ホールは、現・文化ホール大ホールが担ってきた機能を基本的に継承するとと

もに、進化する様々な技術にも対応し、これからのホールとして求められる役割を

果たすことを目指します。 

 

② 中規模ホール（音楽ホール）  

� 客席数 800 席程度 

現・文化ホール中ホールにおける音楽利用への対応に加え、クラシック音楽の生

音の響きを活かせる特徴ある音楽ホールとして整備します。さらにこのホールは、

神戸市室内管弦楽団や神戸市混声合唱団がレジデントするとともに、多くの演奏家

が実演することで、これからの神戸の音楽文化振興及び関西地区の音楽芸術拠点と

なることを目指します。 

 

③ 中規模ホール（多目的ホール）  

� 客席数 700 席程度 

現・文化ホール中ホールの舞台芸術利用に対して担ってきた機能を基本的に継承

するとともに、中央区の区民ホールの機能を備えます。 

ダンス、演劇、伝統芸能などの文化活動の発表の場として、また、中央区民をは

じめとする市民の集会や公演などの会場として、幅広いニーズにフレキシブルに対

応できる多目的ホールとして計画します。さらに、大ホールとの連携を行うための

動線などを確保します。 



４４４４....    管理運営管理運営管理運営管理運営のののの考考考考ええええ方方方方    

劇場、音楽堂等施設として高い専門性を持つ施設を、適切にかつ効果的に管理運営

を行っていくため指定管理者制度を導入し、新・神戸文化ホールの整備方針や事業展

開を実現できるような管理運営を行います。 

 

５５５５....    整備整備整備整備スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（予定予定予定予定））））    

各ホールの整備時期については、以下の事業に準じて進めていきます。 

機能 関連事業名 完成時期（予定） 

大ホール 

（多目的ホール） 

雲井通５・６丁目地区再整備事業 

（Ⅰ期：雲井通５丁目地区） 
2025 年度以降 

中規模ホール 

（音楽ホール） 
本庁舎２号館再整備事業 

中規模ホール 

（多目的ホール） 

雲井通５・６丁目地区再整備事業 

（Ⅱ期：雲井通６丁目北地区） 
2029 年度以降 

    

６６６６....    概算事業費概算事業費概算事業費概算事業費    

中規模ホール（音楽ホール） 約 60 億円（建築費のみ） 延床面積：約 7,000 ㎡ 

 

※大ホール、中規模ホール（多目的ホール）については、雲井通５・６丁目地区再

整備事業の進捗により算出し、適宜公表していきます。 

    

７７７７....    今後今後今後今後のののの検討検討検討検討課題課題課題課題    

� 現・文化ホールからの継続性への考慮 

� 全計画終了までの運用及び組織体制 

� 中規模ホール（多目的ホール）の運用について 

� 事業内容・管理運営の検討 

� 整備推進体制 

� 先行したソフト事業の実施 

� 現・文化ホールの継続使用と大倉山地区について 
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「三宮クロススクエア」交通社会実験について 

 

１．概要 

（１）三宮クロススクエアについて 

三宮の駅前は神戸の玄関口であるが、駅前広場が十分に確保されていないため、人のための空間が少なく、

また、駅とまちが幹線道路で分断されていることから、駅とまちのつながりが非常に弱い。これらの課題を

解決し、神戸の都心の特徴を活かしていくために、車道を人のための空間に段階的に転換することで、歩行

者の回遊性を高め、にぎわいを生み出し、神戸の玄関口にふさわしい空間を創出するものである。 

（２）社会実験の目的 

「三宮クロススクエア」の第 1 段階（フェーズ 1）の車線数を再現し、車線数の減少による交通流の影響

調査を行うことで、整備に向けた設計に反映させる。 

（３）実施期間 

令和元年 7 月 2 日（火）～7 月 31 日（水） 30 日間 

（４）実施場所 

中央幹線 三宮交差点～中央区役所前交差点 間 （約 400ｍ） 

（５）実施主体 

国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所 

神戸市 都心再整備本部 都心再整備部 都心三宮再整備課 

 

２．内容 

（１）第 1段階（フェーズ 1）の車線数を再現 

・現況 10 車線→6 車線に減少（東行き 3→2 車線、西行き 7→4 車線） 

（２）横断歩道設置検討のための信号現示変更・信号機増灯 

・そごう前横断歩道の設置を想定し、信号サイクルを変更 

  ・信号灯器の増灯（直進矢印・左折矢印） 

（３）調査 

・交通量、渋滞発生状況（13 交差点）   実験の事前、直後、終盤の平日休日計 6 回 

  ・旅行速度（東西南北の 4 路線）     （6/16、6/18）（7/4、7/7）（7/21、7/25） 

  ・アンケート調査（バス事業者や市民向け） 

  ・ヒアリング調査（消防、トラック協会、タクシー協会など） 

 

３．実験結果（速報値より） 

（１）実験箇所周辺の状況と課題 

《状況》  

①平日朝ピーク（7:00～9:20） 

  ・北方向（南行き）について、実験開始直後に信号サイクルの変更による渋滞が発生したが、実験終盤は実

験前と概ね大きな差は見られなかった。 

  ・西方向（東行き）については調査時期に関わらず混雑する傾向が見られた。 

  ・その他の方向については、概ね実験前と大きな差は見られなかった。 

 ②平日夕ピーク（17:00～18:50） 

  ・東方向（西行き）及び南方向（北行き）について、実験開始直後に車線規制よる渋滞が発生したほか、時

間帯によっては混雑が発生した。 
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  ・西方向（東行き）については調査時期に関わらず混雑する傾向が見られた。 

  ・また、北方向（南行き）については実験開始直後には混雑していたが、終盤になるにつれて落ち着く傾向

が見られた。 

 ③土日祝日ピーク（14:00～17:00） 

  ・14 日は交通規制が重なったため、大きく混雑が発生したが、その他については実験前と概ね大きな差は

見られなかった。 

 

《主な課題》  

  ・三宮交差点の北側からの流入部 

直進するバスと左折する一般車との交錯による混雑が発生し、南北交通に影響を与えることが課題とし

て確認されたことから、今後、車線構成及びバス停の形状等について検討を行い、設計に反映していく。 

・三宮交差点の西側からの流入部 

西方向（東行き）の実験期間中の混雑はバスの停車による交通阻害（2 車線中の 1 車線を塞ぐ）が原因

と考えられることから、新たなバスターミナルへの集約を推進する。 

・三宮交差点の東側からの流入部 

時間帯によっては混雑が発生していたことから、今後更なる迂回誘導などの対策を検討する。 

 

（２）交通量の変化 

  ・山手幹線、中央幹線、浜手幹線（国道 2 号）の断面交通量を比較した結果、事前に比べ、実験中は中央幹

線の交通量が減少し、山手幹線及び浜手幹線の交通量が増加したことから、外周道路へ迂回する傾向が確

認された。 

 

４．今後の予定 

   ・今後、周辺道路の渋滞長調査や旅行速度調査の結果を解析するとともに、関係事業者等へのアンケート

調査やヒアリングなどを行い、兵庫県警とも協議を行いながら、課題解決に向けた検討を進めていく。 

 

 



三宮クロススクエア交通社会実験

まちのたたずまいを感じる地上レベルに、歩くことが楽しくなる、
居⼼地のよい空間を創出

乗り換え動線がわかりにくい

駅から周辺のまちへのつながりが弱い

広場など⼈のための空間が少ない など

■三宮周辺地区の課題
「⼭・海・港があり⾃然と調和している」

「コンパクトな⼤きさで歩いて楽しめる」

「ほっとする優しいまち」 など

■市⺠が思う神⼾の特徴

1

１．「三宮クロススクエア」の概要

三宮クロススクエア交通社会実験

東側から段階的に整備を推進
2

三宮交差点

１．「三宮クロススクエア」の概要

「三宮クロススクエア」の進め方
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三宮クロススクエア交通社会実験

※ＶＲによるイメージ

3

現 況 「三宮クロススクエア」東側

１．「三宮クロススクエア」の概要

三宮クロススクエア交通社会実験

※ＶＲによるイメージ

4

第1段階 2025年頃 「三宮クロススクエア」東側（10車線→6車線）

１．「三宮クロススクエア」の概要



三宮クロススクエア交通社会実験 5

２．「三宮クロススクエア」交通社会実験の実施概要
三宮クロススクエアの実現に向け、⾞線減少に伴う⾃動⾞交通への影響などを検証⽬ 的

●第1段階（フェーズ1）の⾞線数を再現
現況10⾞線→6⾞線に減少（東⾏き3→2⾞線、⻄⾏き7→4⾞線）

●横断歩道設置検討のための信号現⽰変更・信号機増灯
そごう前横断歩道の設置を想定し、信号現⽰サイクルを変更
信号灯器の増灯（直進⽮印・左折⽮印）

実施内容

２０１９年７⽉２⽇（⽕）〜７⽉３１⽇（⽔） 30⽇間実施期間

実施場所 三宮交差点 〜 中央区役所前交差点間

6⽉ 7⽉

項⽬
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇ ⽉ ⽕ ⽔

交通規制

信号現⽰

調査

コールセン
ターの開
設

設置

切替え 切替え

撤去

平⽇ 休⽇ 休⽇ 平⽇

開始直後調査 終盤調査

6/13より運⽤

休⽇ 平⽇

事前調査

三宮クロススクエア交通社会実験

２．「三宮クロススクエア」交通社会実験の実施概要
①三宮交差点を⻄から東⽅⾯ ②直進と左折を⽮印により制御 ③三宮交差点~三宮東交差点の状況 ④そごう前のバス停付近の状況

⑤ミント前から⻄⽅⾯ ⑥三宮東交差点付近の状況 ⑦三宮東交差点から東⽅⾯ ⑧中央区役所前交差点から東⽅⾯

6

1

2

3

4

5

6 7

8



三宮クロススクエア交通社会実験

３．「三宮クロススクエア」交通社会実験の調査実施箇所

7

⑫税関前

⑨元町駅東

⑤新⽣⽥川橋

⑪磯上通１丁⽬

④春⽇野
①⼆宮橋

②加納町３丁⽬

⑬東川崎

⑩有⾺道

③楠町６丁⽬

⑧三宮
⑦三宮東

⑥中央区役所前

凡例
交通量調査実施箇所
渋滞⻑調査実施箇所（東⻄⽅向のみ）
渋滞⻑調査実施箇所（東⻄・南北）
旅⾏速度調査実施ルート

■調査箇所図

三宮クロススクエア交通社会実験
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8

布引
1,400m

春⽇野
1,600m

新⽣⽥川橋
400m

加納町3丁⽬
550m

元町駅東
550m

税関前
750m

中央区役所前

三宮東
三宮

2

1
4

3

葺合署前
650m

平⽇朝ピーク（7:00~9:20）

凡例

起点となる交差点と調査⽅⾯

起点交差点からの⽬安距離税関前
750m

4

▼6⽉18⽇(⽕)及び7⽉の毎⽔曜⽇における最⼤滞留⻑の推移
①北⽅向（南⾏き）

②⻄⽅向（東⾏き）

③南⽅向（北⾏き）

４．実験箇所周辺の状況

④東⽅向（⻄⾏き）

6⽉18⽇
（事前）
7⽉3⽇
7⽉10⽇
7⽉17⽇
7⽉24⽇
7⽉31⽇
（終了後）

6⽉18⽇
（事前）
7⽉3⽇
7⽉10⽇
7⽉17⽇
7⽉24⽇
7⽉31⽇
（終了後）

6⽉18⽇
（事前）
7⽉3⽇
7⽉10⽇
7⽉17⽇
7⽉24⽇
7⽉31⽇
（終了後）

6⽉18⽇
（事前）
7⽉3⽇
7⽉10⽇
7⽉17⽇
7⽉24⽇
7⽉31⽇
（終了後）
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平⽇⼣ピーク（17:00~18:50）

凡例

起点となる交差点と調査⽅⾯

起点交差点からの⽬安距離税関前
750m

4

春⽇野
1,600m

①北⽅向（南⾏き）

②⻄⽅向（東⾏き）

③南⽅向（北⾏き）

④東⽅向（⻄⾏き）

6⽉18⽇
（事前）
7⽉3⽇
7⽉10⽇
7⽉17⽇
7⽉24⽇
7⽉31⽇
（終了後）

6⽉18⽇
（事前）
7⽉3⽇
7⽉10⽇
7⽉17⽇
7⽉24⽇
7⽉31⽇
（終了後）

6⽉18⽇
（事前）
7⽉3⽇
7⽉10⽇
7⽉17⽇
7⽉24⽇
7⽉31⽇
（終了後）

6⽉18⽇
（事前）
7⽉3⽇
7⽉10⽇
7⽉17⽇
7⽉24⽇
7⽉31⽇
（終了後）

▼6⽉18⽇(⽕)及び7⽉の毎⽔曜⽇における最⼤滞留⻑の推移

４．実験箇所周辺の状況
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凡例

起点となる交差点と調査⽅⾯

起点交差点からの⽬安距離税関前
750m

4

春⽇野
1,600m

▼6⽉16⽇(⽇)及び7⽉の毎⽇曜⽇における最⼤滞留⻑の推移⼟⽇祝⽇ピーク（14:00~17:00）
①北⽅向（南⾏き）

②⻄⽅向（東⾏き）

③南⽅向（北⾏き）

④東⽅向（⻄⾏き）

6⽉16⽇
（事前）
7⽉7⽇
7⽉14⽇
7⽉21⽇
7⽉28⽇

6⽉16⽇
（事前）
7⽉7⽇
7⽉14⽇
7⽉21⽇
7⽉28⽇

6⽉16⽇
（事前）
7⽉7⽇
7⽉14⽇
7⽉21⽇
7⽉28⽇

6⽉16⽇
（事前）
7⽉7⽇
7⽉14⽇
7⽉21⽇
7⽉28⽇

４．実験箇所周辺の状況
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５. 交通量の変化

断⾯交通量 事前
（6/18）

直後
（7/4）

終盤
（7/25）

⼭⼿幹線（②-①間） 16,452 17,347 18,060
中央幹線（⑧-⑦間） 26,389 25,019 25,153
浜⼿幹線（国道２号）

（⑫-⑪間） 17,535 18,629 19,841

断⾯計 60,376 60,995 63,054

三宮クロススクエア交通社会実験
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12

６．実験に関する問合せ状況について

実験開始の可否に
関する問合せが多数

渋滞発⽣などに対
する苦情・意⾒等実験実施区域に関する

問合せなど

社会実験期間
コールセンター等への問合せ状況

総数 80件 実験前 28件 実験中 52件

実験終了⽇や終了後
の復旧内容に関する
問合せなど

苦情・意⾒：0件
問い合わせ：28件

苦情・意⾒：38件
問い合わせ：14件



   

都心の土地利用誘導施策 
◆趣旨 

都心の商業地域は、市内外から多くの人々が、働き、楽しみ、観光など様々な目的で訪れ、商業、業

務、行政、文化、観光など、多様な都市機能が集積しています。 

一方で、ライフスタイルの変化などをうけて神戸の都心は、居住地としてのニーズも高まっています。 

多様な都市機能と居住機能とのバランスのとれた魅力と活気あふれる都心づくりをめざし、平成 30年

11 月、３つの基本方針から成る都心の土地利用誘導施策（素案）をとりまとめ、市民意見募集を実施。 

いただいた意見等をふまえ、都心の土地利用誘導施策の全市的取り組みを進めています。 

 

◆取り組み状況 

＜都心機能活性化策＞ 

・総合設計制度による商業・業務等への容積率緩和を令和２年度７月より実施予定。 

・企業誘致施策の拡充を検討。（令和元年度より「企業拠点移転補助」の一部拡充を実施） 

※雇用者の新規転入等への補助 

 ・附置義務駐車場の隔地の要件緩和について、今年度より実態調査を実施。 

 

＜バランス良い都心居住の誘導策＞ 

・ 特別用途地区（都心機能誘導地区）について、都市計画を決定(H31.3.5)し、条例を改正(R1.7.4)。 

・ 令和２年７月１日より改正条例の施行開始。 

・ 総合設計制度による住宅等への容積率緩和を令和２年７月１日より適用除外予定。 

 

＜回遊ルートでのにぎわい創出にむけた取り組み＞ 

・ 回遊ルートのベースとなる、まちの全体骨格図について、今年度より整理・検討。 

・ 地元団体と全体的なまちづくりの姿を共有し、各団体の取り組みを支援。 
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（参考） 

◆用途地域図（都心部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆特別用途地区（都心機能誘導地区）の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆制限内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆既存不適格建築物（建築基準法第３条第２項に規定する既存の建築物）の緩和等について 

   ① 一定の範囲内で、増築（床面積 1.2倍以内）等が可能。 

 ② 基準時に存する既存不適格建築物の敷地において、住宅等の用途に供する部分の床面積の合

計が増加しない建築物の新築が可能。 

 建築物の誘導の方針 制限内容 

都心機能 

高度集積地区 

多様な都市機能の集積を高めるエリア

とする。 
住宅等の建築を禁止 

都心機能活性化 

地区 

大規模な居住機能を一定抑制して、都市

機能とバランスのとれた居住機能を誘

導する。 

住宅等の用途に供する容積率の上限を

400％とする（敷地面積 1,000 ㎡未満は

除く。） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県庁舎等再整備基本構想（概要版） 兵庫県企画県民部新庁舎整備室 

県庁舎及び県庁周辺地域では、阪神・淡路大震災により大き
な被害を受けた県庁舎(１号館、２号館、議場棟)が、大規模地震

に対する安全性基準(Is 値 0.6)を満たしていないことが判明し
たほか、兵庫県民会館や神戸総合庁舎など県有施設の老朽化や

元町駅を挟む南北の交通の分断など、様々な課題を抱えている。 
このため、「県庁舎の再整備」、「県民会館の再整備」、「にぎわ

い交流ゾーン整備」の基本的な考え方として、「県庁舎等再整備
基本構想」を策定した。 

Ⅰ 策定の趣旨 

１ 県庁舎の耐震安全性 

 大地震に対する安全性基準である Is 値 0.6 を下回ってお
り､南海トラフ等の大地震が発生した際、倒壊に至る可能性は

低いと考えられるものの、継続使用できないと推測されます。 

区分 １号館 ２号館 議場棟 別館 西館 

Is 値 0.30 0.37 0.32 0.35 0.16 

２ 県有施設の老朽化等 

県庁舎と同時期に建設された県民会館や神戸総合庁舎等の

県有施設の老朽化に加え、神戸県民センターや生田文化会館
(併設されている地域福祉センター機能を除く)の機能が移転

する計画であるため、神戸総合庁舎周辺の公共施設跡地につ
いて新たな活用方策を検討していく必要があります。 

３ 地域全体のまちづくり 

様々な地域資源が点在しているものの、核となる集客施設

がなく、歩行者空間の魅力に欠け、地域内の回遊性が不足し

ています。特に、元町駅を挟んで南北の高低差が通行の障害

となっています。また、当地域は神戸都心エリアにあり、安

全・安心や交流・共生による拠点づくりにも配慮が必要です。 

 

 

 

Ⅱ 県庁舎及び周辺地域の課題 

１ 県庁舎の安全安心の確保 

県庁舎は、耐震安全性や老朽化など様々な課題への対応、

再整備に要するコスト、まちづくりへの効果を比較検討し「建

替」により再整備します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

２ 交流・共生の拠点づくり 

①県行政推進の中枢拠点となる県庁舎等の再整備と、神

戸総合庁舎周辺の一体活用や関連する諸団体の活動拠点の

集約による「行政系機能」、②幅広い文化創造の拠点として

再整備を行う「芸術文化系機能」を充実します。加えて、

③世界的ブランドのホテル、外資系企業オフィス、IT 等の

先端産業の開発拠点等の「にぎわい交流機能」を付加する

ことで、それらの複合的な作用 

により、まち全体としての 

にぎわいと活力の創出をめ 

ざします。 

 

 

 

 

元町駅から県公館を経て諏訪山公園や三宮方面に至る歩行者

動線を｢まちのシンボル軸｣とし、誰もが容易にアクセスしやすく

なるよう、元町駅周辺の構造の改善や駅西口から北側への通路の

バリアフリー化を行うとともに、豊かな緑を活かした魅力的な歩

行者空間を整備することで、県庁周辺エリアを「交流・共生の拠

点」として整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

これらの取り組みを、神戸市が行う三宮周辺地区やウォーターフ

ロントエリアの再整備事業など、兵庫の玄関口である神戸都心エ

リアの魅力を高めるまちづくりと連携させることで、三宮や元町

駅南側から県庁舎及び周辺地域への回遊性を強化し、多くの人が

訪れ、交流する「まち」を目指します。 

 

 

 

 

 

Ⅲ 再整備の方向性 

１ 

 
課 題 建  替 耐震改修 

課

題

へ

の

対

応 

耐震安全性 ・耐震安全性Ⅰ類(重要度係数1.5)の確保 ・耐震安全性Ⅰ類（Is 値 0.9）の確保 

老朽化 ・躯体、設備等を最新の水準に整備 
・躯体の継続使用が必要 

・設備の抜本的改修は不可 

情報環境整備 ・最新の情報技術を整備可能 ・フリーアクセス等の整備は不可 

バリアフリー化 
・円滑かつ快適に利用できる構造や

設備の整備 

・構造的な制約でバリアフリー対応

できていない部分は存置 

セキュリティ 

水準 

・個人情報の保護や防犯等に対応し

た厳格なｾｷｭﾘﾃｨ対策の構築 

・階段等の動線が変わらずｾｷｭﾘﾃｨﾚﾍﾞ

ﾙに応じた適切なｿﾞｰﾆﾝｸﾞは不可 

環境への配慮 
・最新の環境配慮技術の導入や再生

可能エネルギーが活用可能 

・建物形状や構造は変わらず、総合

的な対策が不可 

執務環境 
・組織再編に柔軟に対応できるオー

プンフロアの執務空間の整備 

・耐震補強ブレースを室内に設置す

るため、更なる室内の細分化 

県関係機関の分散 ・県施策との連携に必要な機関を集約 ・集約のために増築が必要 

再整備費 
整備時 ・約 500～540 億円 ・約 400 億円(増築含む(※2)) 

70 年間(※1) ・約 680～720 億円 ・約 780～820 億円(増築含む(※2)) 

まちづくり 

への効果 

・大規模な範囲で再整備ができ、ま

ちづくりに効果を発揮 

・再整備の範囲が小規模であり、ま

ちづくりにほとんど効果なし 

※１ 70 年間コストは、初期事業費及び修繕費で算出し、「ひょうご庁舎・公的施設等 

管理プラン」の新築の建物耐用年数を準用 

※２ 耐震改修に必要な耐震補強ﾌﾞﾚｰｽや県関係機関の集約にかかる床面積確保に要するｺｽﾄ 
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４ スケジュール 

３ にぎわい交流ゾーン整備の基本的な考え方 

（１）基本理念 

県庁舎の建替にあわせて、県公館や相楽園等の既存交流資源と連携

するとともに、人々が集う文化拠点として再整備する県民会館との相

乗効果を生み出す観光、宿泊施設などの誘致により、人々が集い、ふ

れあい、にぎわいが生まれる空間整備をめざします。 

整備にあたっては、県庁周辺の豊かな地域資源や地域特性を十分に

活かし、調和のとれた都市空間を創出します。 

（２）基本方針 
 
 
ア 新たなにぎわいの創出 
 

 
 

イ 国際的な交流拠点の誘致 
 

 

ウ 複合施設の整備 

・レストランやショッピング、カンファレンス、オフィスなど、多様な 

ニーズに対応する複合施設の整備を推進 

エ 民間ノウハウの活用 

・施設整備にあたり、民間事業者のアイデアやﾈｯﾄﾜｰｸ等の活用を検討 

Ⅳ 基本的な考え方 

１ 県庁舎再整備の基本的な考え方 

（１）基本理念 

    安全・安心な県民生活や経済活動を支える広域的な防災拠点とし

て高い耐震性能を確保するとともに、多様性と連携を活かした兵庫

の未来づくりを実現する県政の中枢拠点にふさわしい先進的な機

能を備えた庁舎として再整備します。 

（２）基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：再整備の規模と概算事業費】 

 ①規模 

 

 

 

 

  

②概算事業費  約５００～５４０億円 

 

・低炭素化を推進する再生可能エネルギーや県産木材の利用 

・建設から維持管理までのライフサイクルコストの低減 

・防災拠点として迅速に災害対応活動が実施できるように、南海トラ 

フ地震等に備えた高い耐震性能と業務継続機能の確保 

・災害対策センターや県警本部との連携強化 

・個人情報の保護や防犯等のため、セキュリティ対策の強化や新庁舎

と３号館との間の動線の確保 

・質の高い政策立案の実現や組織再編等に柔軟に対応できる執務空間

の整備、業務の高度化・効率化に対応できる ICT 化 

・職員の能力向上に資する良質で多様な働き方に対応した執務環境の構築 

・県施策との連携強化のための県関係機関の集約 

・ユニバーサルデザインの採用と駅等からのアクセスルートのバリア

フリー化 

・県議会の傍聴機能や情報発信機能の充実 

①安全･安心な県民生活や経済活動を支える広域防災拠点の整備 

②質の高い行政サービスの提供 

③県民の利便性向上 

・エントランスホール等を活用した、県政情報や兵庫五国の自然、歴 

史、文化等の多様な魅力の発信 

・県公館や神戸栄光教会等の歴史的建造物や豊かな緑など、周辺環境 

と調和した魅力的なデザインの採用 

④兵庫の魅力の発信 

⑤地球環境への配慮 

区分 現状 再整備後 差引

行政エリア 75,901㎡ 約93,000㎡ 約17,099㎡

議会エリア 10,567㎡ 約11,500㎡ 約933㎡

合計 86,468㎡ 約104,500㎡ 約18,032㎡

※３号館は現状のまま活用するため、再整備が必要な面積は以下のとおりです。
　約104,500㎡（再整備後の規模）－28,307㎡（３号館）≒約76,000㎡

２ 県民会館再整備の基本的な考え方 

（１）基本理念 

人生100年時代の到来やワークライフバランスの実現により、「自

分時間」が充実するなか、県民が自己実現や生きがいづくりのために

行うさまざまな文化活動に加え、生涯を通じた学び直し、外国人が日

本文化に触れる場など、多様な人々が集う幅広い活動の拠点として再

整備します。 

（２）基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：再整備の規模】 

 ①規模 

 

 ②概算事業費  約１５０～１６０億円 

・若手芸術家等が作品発表の場として憧れを持つような高いデザイン性 

と開放的で潤いのある空間計画 

・新進・若手芸術家等の活動を応援し交流する場づくり 

・芸術文化に関する総合的な情報発信機能の強化 

・学び直しによる自己実現や次世代を担う青少年育成等の活動支援 

・外国人が日本文化に触れる機会の提供による新たな人の流れの創出 

・全世代が芸術文化に気軽に触れることができる鑑賞機会の提供 

・芸術文化を通じた自由な創作活動やその成果の発表機会の提供 

③県民の幅広い交流拠点 

④存在感のある華やかなデザイン 

①気軽に良質な芸術文化に親しむ環境 

②人材育成と情報発信 

区分 現状 再整備後 差引

県民会館 16,279㎡ 約23,000㎡ 約6,721㎡

（３）新県庁舎の配置 

   

 

③緑豊かな都市空間の整備 

 ・世界的ブランドのホテル、外資系企業オフィス、ＩＴ等の先端産業の

開発拠点等のランドマークとなる交流施設の誘致 

 

・県公館等の歴史的建築物と豊かな緑地が調和した、魅力的な都市空間

を実現する景観形成のルールづくり 

・交通事業者とも連携しながら、元町駅の駅舎と一体となった商業施設 

や県庁周辺地域へのﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ等、玄関口としてふさわしい空間をめざす 

・元町駅から諏訪山公園や三宮方面に至る、魅力的な「まちのシンボル

軸」の整備 

①２号館跡地・県民会館跡地の施設整備 

②神戸総合庁舎跡地の施設整備 

３号館及び災害対策センターは建替ではなく引続き活用し、仮設庁舎

を新たに建設しないことを前提とします。また、県庁舎の耐震性や機能

性を早期に確保することができ、あわせて、民間事業の導入可能性とま

ちづくりへの効果向上の観点から、以下の配置を基本として検討します。 

・兵庫五国の優れた魅力の発信拠点や、来街者が憩い、滞留できるにぎ

わいスポットの誘致 

・三宮・トアウエスト等とのにぎわいの連続性を活かした整備 

・神戸県民センターや生田文化会館の移転計画にあわせ、２号館跡地等 

と同様の方針に基づき、民間施設の整備を推進 

・整備にあたり、民間事業者のアイデアやネットワーク等の活用を検討 

・街区内の市有地や民間施設を含めた一体的な再整備が望まれる 

・神戸市とも十分協議し、連携しながら推進 

 

２ 

区　　分 2019年度 2020年度 2021～2025年度 2026～2030年度

県 庁 舎

県民会館

にぎわい交流ゾーン

元町駅周辺

基本計画 設 計 本体整備・完了

基本

計画

事業者

募集
整 備

計画・設計・整備

企画案

検討

事業可能性

調査

解

体

設計



 

県警本部 

県庁 3 号館 相楽園 

諏訪山公園 

諏訪山公園 

JR 元町駅 

県政の中枢拠点 
新県庁舎の整備 

人々が集う文化拠点の整備 

国際的な交流拠点の誘致 

県庁舎やにぎわい施設
と調和した施設の誘致 

玄関口にふさわしい空間の整備 

神戸栄光教会 

地下鉄 
県庁前駅 

県公館 

こうべ小学校 

北野工房のまち 

関帝廟 

聖ﾐｶｴﾙ教会 

神戸ムスリムモスク 

新たなにぎわいを誘発 

神戸生田中学校等 

花隈公園 

【凡例】 

   交流・共生の拠点 

まちのシンボル軸 

   観光資源 

   行政施設 

   にぎわい交流ゾーン 

   文化・教育施設 

   公園・緑地 

 

新たなにぎわいを誘発 

参考：県庁周辺地域の土地利用イメージ 

３ 



その他の事業の進捗状況 

（1）各種事業 

① さんきたアモーレ広場・サンキタ通りの再整備 

令和 3 年春開業予定の神戸阪急ビルの完成に合わせ、さんきたア 

モーレ広場の再整備、サンキタ通りを歩行者中心の道路へと整備す 

るため、今年度実施設計を行う。 

 

②税関前歩道橋リニューアル 

   三宮周辺地区とウォーターフロント間の回遊性向上のため、国道 

2 号とフラワーロードとの交差部に位置する税関前歩道橋について 

令和 4 年度末のリニューアルオープンに向けて、実施設計を行って 

いる。 

 

③新中央区総合庁舎 

   現在の本庁舎 3 号館の場所に中央区役所および勤労会館、生田文 

化会館、葺合文化センターの一部（会議室等）を移転する。令和 4 

年度前半の完成に向けて、今年度新庁舎の実施設計および本庁舎 3 

号館の解体工事に着手する。 

 

④東遊園地再整備 

   令和 3 年度の北側のリニューアルオープンに向け、今年度再整備 

  の基本設計やにぎわい拠点施設の設置・運営を担う事業者の公募を 

実施する。 

 

⑤三宮プラッツリニューアル 

   公共空間の有効活用として、「にぎわい」「憩い」の拠点としてふ 

  さわしい空間になるよう、令和 2 年 4 月のリニューアルオープンに 

向けて現在工事中。 

 

⑥新港突堤西地区再開発（第 1突堤基部） 

   今年 5 月から開発工事を進めており、令和 2 年後半からの順次操 

業を予定。アクアリウムやミュージアム、オフィス、商業施設、住 

宅など複合的な施設の整備を予定。 

    

⑦連節バス等のプレ運行 

   都心～ウォーターフロント間における回遊性や都市魅力の向上に 

向けて、令和 3 年 4 月からの連節バス等の本格運行を目指しており、 

現在、運行予定事業者とともに、関係者等と協議を進めている。今年 

度は運行計画の検証およびＰＲを目的として、プレ運行を実施する。 

 

（2）都心三宮再整備の推進体制 

   都心再整備本部が中心となり、庁内のプロジェクトチームを結成するとともに、「えき≈まち空間」デザイ

ン調整会議等で有識者のご意見をいただきながら、全体のスケジュール管理、総合調整等を行い、官民連携

しながら都心三宮再整備を推進している。 
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各事業の位置図 

 

 

本庁舎2号館再整備③新中央区総合庁舎

④東遊園地再整備

⑥新港突堤西地区再開発
（第1突堤基部）

②税関前歩道橋リニューアル

「神戸阪急ビル東館」
建替え工事

①さんきたアモーレ広場・
サンキタ通りの再整備

新たなバスターミナル

「えき≈まち空間」

⑤三宮プラッツ

三宮クロススクエア

⑦連節バスのプレ運行
（三宮～ウォーターフロント）
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